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▲声かけ体験の振り返りの様子

▲勇気を持って声をかけ、周りの人は観察して学んでいます。

認知症声かけ訓練が拡大中!

　それぞれの校区での「認知症声かけ訓練」では、ミニ講話（認知症サポーター養成講座の振
り返り、声のかけ方等）の後に、公民館や校区周辺でさまざまな認知症役を演じる医療・介護の
専門職に実際に声をかける体験を行ない、その後は、全員で体験を振り返り、良い雰囲気の
中、学びを深めることができました。

　「認知症声かけ訓練」と
は、認知症に対する知識を
学び、認知症の方が困って
いる状況を想定し、住民が
早期に気づき、声をかける
訓練です。
　東区では平成29年から、
希望する校区での実施が始
まり、令和6年度は、新たに５
つの校区で、校区社協主催
のもと実施されました。

どうして認知症声かけ訓練をするのか
　令和5年の１年間、認知症で行方不明になった方は全国で1万９,０３９名（警察庁発表より）で、うち、５００
名以上が亡くなりました。国の調査によると、行方不明時の状況は徒歩での移動が約７割で、発見場所は約
４割が生活圏内です。また、発見した方の約４割が一般の方でした。身近な生活圏で認知症と思われる方へ
気軽に声かけができる方が増えれば、地域での見守りや支え合いが深まり、命を守る可能性が高まります。

〇新たに実施した校区社会福祉協議会
校区名 実施日 参加者数 協力した事業所ネットワーク

※今後、和白校区、千早西校区でも開催予定

馬　出 6/24 ２８名 はこうまネット

奈　多 6/29 ２２名 みなわネット

城　浜 7/13 ２９名 浜はまアイランドネット

西戸崎 7/27 ２６名 おひさま介護ネットワーク、
   みなわネット
千　早 7/28 １４名 なみきつながりネット
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この広報紙は共同募金配分金及び賛助会費を主な財源として作成しております。

▲介護する家族の会

認知症サポート110番▶

介護する家族の会＆認知症サポート１１０番

「笑顔の10分コール」終了のお知らせ
　令和2年11月より、コロナ禍での孤立を防
ぐことを目的として、傾聴ボランティア「笑みの
会」と東区社協事務所が協働で開始した「笑顔
の10分コール」ですが、令和7年3月31日をも
ちまして終了いたします。
　これまで多くの方にご利用いただきました

ことを感謝するとともに、
「笑みの会」メンバーの皆
さまの活動に心より感謝
申し上げます。
　「笑顔の10分コール」
は終了しますが、「笑みの
会」は今後も東区内の施
設や個人宅への訪問を行
ない、傾聴ボランティア活
動を継続されます。

　認知症の方を自宅で介護する家族が外出す
る時や介護疲れで休息が必要な時に、認知症
の方の介護経験のあるボランティア（やすらぎ
支援員）が認知症の方の家を訪問し、見守り、
話し相手、家族の相談に応じます。

　東区では、小規模多機能型居宅介護・看護小規模
多機能型居宅介護を行なっている事業所の皆さま
が連絡会を結成し、地域支援の一環としてさまざま
な活動に取り組んでいます。今回は2つの取組みに
ついてご紹介します。
　取組①：介護する家族の会
　　　　　　介護している家族の方々が、「ホッと
　　　　　一息つける場所」として年4回開催して
　　　　　います。前半にミニ勉強会として介護
　　　　　に役立つ情報をお届けし、後半は介護
　　　　　者同士で意見交換会を行なっています。
　取組②：認知症サポート110番
　　　　　　「困ってる様子の方に声をかけたけど、
　　　　　認知症のため、自分一人ではどう対応し
　　　　　ていいかわからない」ときの相談窓口で
　　　　　す。
　　　　　　休日や夜間なども対応しています。
　　　　　ご不明な点等ございましたら、東区社
　　　　　協事務所までお問合せください。

「認知症介護家族やすらぎ支援事業」
～小規模多機能連絡会の活動をご紹介～

認知症の方を介護する家族への支援の紹介認知症の方を介護する家族への支援の紹介

◎利用できる方
　要支援・要介護認定を受けていて、やすらぎ支援員が対応
可能な認知症の方を介護している家族の方
（施設入所者・入院中の方は対象外）
◎サービス内容
　①認知症の方の見守り・話し相手
　②家族介護者の相談に応じる
◎サービスの提供時間
　原則1日1回3時間以内(午前9時
から午後6時まで)、週3回以内
◎利用料金
　1時間500円＋やすらぎ支援員の交通費を当日のサービス
終了時にやすらぎ支援員にお渡しください。
◎利用申込先
　お住まいの区の福祉・介護保険課（東区：092-645-1071）
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